
厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業） 
「全国がん登録と連携した臓器がん登録による大規模コホート研究の推進及び 

高質診療データベースの為のNCD長期予後入力システムの構築に関する研究」 
平成 29 年度平田班第 1 回研究会議 

 

議事録 
 

＜議事次第＞ 
    日 時：平成 29 年 5 月 31 日（水）17:00－19:30 
    会 場：オフィス東京 3 階 T3 会議室 
        東京都中央区京橋 1-6-8 コルマ京橋ビル 

出席者：50 音順 
 研究代表者 平田公一 
研究分担者 伊佐地秀司 石黒めぐみ 今村将史 岩月啓氏 海野倫明 岡本高宏 
 沖田憲司 掛地吉弘 木下義晶 小林宏寿 佐伯俊昭 佐藤雅美 
 柴田亜希子 藤也寸志 徳田 裕 中村清吾 西山正彦 袴田健一 
 長谷川潔 原  勲 平野 聡 古川俊治 三上幹男 宮田裕章 
 横井香平      
 
研究協力者   有田淳一（長谷川潔） 神谷欣志（今野弘之） 川上雅代（小林宏寿） 

         高橋 新（宮田裕章） 田中敏明（渡邉聡明）  津田 均（徳田 裕） 
         水島恒和（森 正樹） 水間正道（海野倫明） 宮崎達也（桑野博行） 
  

ご陪席     厚生労働省 健康局 がん・疾病対策課 河田 純先生 
 
招請者     神戸臨床研究情報センター センター長 福島雅典先生 
 

欠席者：50 音順 
         上本伸二  桑野博行 小寺泰弘 後藤満一 今野弘之 竹政伊知朗 
         野々村祝夫 福井次矢 藤原俊義 堀口明彦 森 正樹 渡邉聡明 

 
 

＜会議次第＞ 

17:00〜17:05 １．研究代表者挨拶 平田公一 
17:05〜17:10 ２．厚生労働省ご担当官のご挨拶 河田 純 
17:10〜17:20 ３．平成 29 年度の全体研究計画 平田公一 
 
17:20〜17:35 
 
17:35〜17:50 

４．講演：平成 29 年度の臓器がん登録分野への要望 

 ①「今後の医療及び臨床研究における医療情報の利活用と個人情報保護について」 

 質疑応答 

②「医療の質向上に向けてわれわれ医療者、特に学会は何をすべきか：がん登録、 

 データベース、日本癌治療学会をキーワードとして」 

 質疑応答 

 
古川俊治 
 
西山正彦 
 

 
17:50〜18:05 
 
18:05～18:20 

５．講演：第三者機関としての臓器がん登録組織の現況活動 

  ③神戸ＴＲＩ 「TRI activity & scope」 

  質疑応答 

  ④ＮＣＤ    「NCD 内での臓器別がん登録における進捗と取り組み」 

  質疑応答 

 
福島雅典 
 
宮田裕章 

18:20〜18:25 休憩  
18:25〜18:35 ６．分科会組織の構成 平田公一 
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18:35〜18:50 
 
 
18:50〜19:05 
 
 
19:05〜19:20 

７．平成 29 年度の分科会研究班 

 ①分科会Ⅰ 

「分科会Ⅰ 平成 28 年度研究報告 平成 29 年度研究計画」 

 質疑応答 

 ②分科会Ⅱ 

「がん登録の NCD システムへの応用に関する研究（分科会Ⅱ）」 

 質疑応答 

 ③分科会Ⅲ 

「臓器がん登録の現状と成果 そしてその今後の在り方に関する研究」 

 質疑応答 

 
平田公一 
（今村将史）

 
森正樹 
（水島恒和）

 
海野倫明 
 
 

19:20〜19:25 ８．平成 29 年度のスケジュールの概要とお願い 事務担当者

19:25〜 ９．その他  
 
 

＜議事録＞ 

１． 研究代表者挨拶 

研究代表者の平田公一より、ご参会への感謝と今年度の研究に関してのご協力の依頼についての挨

拶があった。平成 28 年度の研究発表の評価については、研究者の先生方のご尽力によってベストラ

ンクにての結果であったことが報告され、今年度もその評価に値する成果へと繋ぐとともに、次年

度以降の研究計画に結び付けるべく、ご牽引、ご支援を賜りたい旨の依頼があった。 

 

２． 厚生労働省ご担当官のご挨拶 

厚生労働省健康局がん・疾病対策課課長補佐の河田純先生から、着任の御挨拶と、現在進行中のが

ん対策事業・政策の概略についてのご紹介と本研究班の進展による国民の福祉・医療への貢献と共

に、学会としての役割の中で、がん登録の利活用とその展開について深く考察されることに期待し

ているとのご挨拶を頂いた。 

 

３． 平成29年度の全体計画 

研究代表者平田公一により、関連資料の照会のもと平成 29 年度の研究計画の説明が以下の順で為さ

れた結果、内容についての質問は無く、もし分科会レベル、研究者個人レベルにての新たな質問が

生じた場合には、直接研究代表者へ問い合わすことが確認された。 

① 平成 29 年度交付申請書にて研究分担者の研究内容の再確認を依頼した。 

 

② 平成 28 年度の研究総括発表内容スライド一覧にて平成 29 年度へ向けた目標・課題の内容確認

を俯瞰的に捉えて、研究を進展させて頂きたい。 

 

③ 平成 29 年度の具体的な研究内容に基づいて年度総括として各研究分担者に提出頂く「研究報告

書」に記載頂く項目を羅列した資料（「平成 29 年度研究計画・研究目標」別添資料-1、「平成

29 年度総論的研究課題」別添資料-2）を参考に、研究を早期に展開して頂きたい。ご担当につ

いては、 

  ⅰ）「がん診療ガイドラインの展開状況」（別添資料 3-Ⅰ）、 

  ⅱ）「がん登録状況とその利活用状況」（別添資料 3-Ⅱ）、 

  ⅲ）「上記ⅰ、ⅱに関する総論的課題」（別添資料 3-Ⅲ）、 

を確認頂き、各研究分担者にあっての分担については別表（別添資料-10：後出）に指定させ

て頂いていることが説明された。 
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４． 講演：平成29年度の臓器がん登録分野への要望 

 

５． 講演：第三者機関としての臓器がん登録組織の現況活動 

平成 29 年度の研究開始にあたって、研究環境として我々を取り巻く新展開あるいは理念の再確認な

どについて、以下の四名の講師に講演をいただいた。 

① 慶応義塾大学法務研究科・医学部外科古川俊治教授 

「改正個人情報保護法の下における医療・医学研究」と題した講演（別添資料-4）を頂いた。

質疑に於いては、マイナンバーの取扱いの将来について、特に医療とゲノムに関する取扱い等

について確認が為された。個人識別に関わる内容であることから、基本的には本人同意が大原

則となる主旨にて検討されているとの報告があった。国際共同研究における法的、倫理的展開

についての現状についての質疑・紹介もなされた。 

 

② 群馬大学医学系研究科病態腫瘍薬理学西山正彦教授 

「医療の質向上に向けて医療者、特に学会は何をすべきか、何を展開すべきか：がん登録、デ

ータベース、日本癌治療学会をキーワードとして」と題した講演（別添資料-5）を頂いた。学

術団体としての責務、登録センターとしての責務がしっかりとさせねばならないが、例えば、

現状では‘情報公開’、‘精緻な分析公開’が不十分な状況であることが、平成 28 年度の西山・

藤原班の研究成果をもって紹介された。宮田研究分担者からは NCD データの利活用体制につい

ての組織状況改善、学会相互関係の在り方の進展、データ分析の迅速性に向けた改善策が紹介

された。掛地研究分担者からは消化器外科領域の利活用体制についての臓器・疾病別の研究展

開を円滑にすべく体制の整備がなされたことが報告された。徳田研究分担者からは乳がん領域

での研究から悉皆性の担保の重要性、患者さんへの責任としての情報公開が極めて重要であり、

日本乳癌学会として検討中である旨のご説明があった。 

 

③ 先端医療振興財団臨床研究情報センター福島雅典センター長 

「TRI activity and scope」と題した講演（別添資料-6）を頂いた。アカデミアに開かれたデ

ータセンターとしての先端研究成果の紹介、研究方法・体制としての国際基準、国内基準を十

分に満たした支援体制が整っていること、研究相談窓口の設置が為されていること、国際的な

Registry が進行中であること、等を中核にした具体的な情報提供が為された。古川研究分担者

より、治験の成果、臨床研究の成果状況についての概要、GCP、薬理法との関連で、平田研究

代表者より研究相談のできる基準・前提などについて質問が為された。 

 

④ 慶応義塾大学医学部医療政策・管理学宮田裕章教授 

「NCD 内での臓器がん別がん登録における進捗と取組」と題した講演（別添資料-7）を頂いた。

膵癌、肝癌、乳がんのがん登録状況の概略的紹介、前二者については本研究の公費による登録

項目、分析に向けたシステムを考慮した研究を反映させた状況の中で順調に進んでいること、

特に悉皆性の点では肝癌、乳がんで高い状況にあることが紹介された。資料には無いが、日本

病理学会の登録についての詳細も参考にとの事で時間を割いての報告があった。 

 

６． 分科会組織の構成 

分科会組織の構成について、平成 29 年度の提案が平田研究代表者により、「分科会構成メンバー案」

（別添資料-8）を基に説明があった。分科会Ⅰは、「がん診療ガイドライン」、「臓器がん登録」をキ

ーワードとした総論的研究、分科会Ⅱは NCD 等の第三者機関による登録・分析を積極的に検討して

いるか実施している学会・研究会領域での研究、分科会Ⅲは登録事業を学会・研究会として当面の
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間、進めることでの合意のある領域での研究、であることが確認された。分科会Ⅰの責任者は平田、

分科会Ⅱの責任者は森教授、そして分科会Ⅲの責任者は杉原教授のどうしてもとのお申し出により

交代となり、分科会Ⅱの内容にも詳しい海野教授にお願いすることとした。調整の必要な点につい

ては、事務局を介して進めるので、早期のお申し出を頂きたい旨の依頼にて確認を終えた。前年度

に提案されていた各分科会の平成 29 年度の研究内容の確認（「三分科会における前年度末の平成 29

年度研究目標の要約」別添資料-9）、各研究分担者の平成 29 年度研究分担報告分担目標（「各研究分

担者の平成 29 年度研究報告分担目標」別添資料-10）についての紹介をもって、実施頂く研究内容

を再確認した。 

 

７． 平成29年度の分科会研究班 

平成 29 年度の研究開始にあたって、分科会研究班より平成 28 年度研究報告ならびに平成 29 年度の

研究計画の説明がなされた。 

① 分科会Ⅰ：研究分担者今村将史 

分科会研究テーマ「がん登録に関わる総論的課題に関する研究」に関して、以下のような趣旨

の報告がなされた（別添資料-11）。平成 28 年度は、「がん」に関するガイドラインを公表した

全ての学会ですある 37 学会（研究会）を対象に、「診療ガイドライン」、「COI」、「がん登録」、

「臨床研究・分析事業」、「情報倫理」、「財務」関連の 55 質問をアンケートし、全ての学会（研

究会）から回答を頂いたことが報告された。平成 29年度は、「アンケートの分析と論文化」、「が

ん登録データを用いた臨床研究の推進・浸透・課題抽出」、「臓器がん登録の質の担保の在り方」、

「登録・分析上の倫理的課題と実情の整理」を中心に研究が予定されていると説明がなされた。 

 

② 分科会Ⅱ：研究協力者水島恒和寄附講座教授 

分科会研究テーマ「がん登録の NCD システムへの応用に関する研究」に関して、以下のような

趣旨の報告がなされた（別添資料-12）。平成 28 年度は主に、各臓器がん登録の NCD システム

利用、全国がん登録予後データの NCD システムへの連携に関して研究を行った。各臓器がん登

録の NCD システム利用に関しては、現在「肝癌」、「膵癌」、「乳がん」で実装されており、各登

録の費用などの現状ならびに、データ移行プロセスや入力のインセンティブといった問題点が

挙げられた。また、NCD システムを利用した「肺癌免疫チェックポイント阻害薬治療例登録」

の実装が報告された。今後の課題としては、非手術症例の登録、データ解析体制の確立、癌取

り扱い規約改定時の対応、個人情報保護法・研究指針改定と関連したデータ利用方法等が挙げ

られ、新たに胃癌・食道癌に関する免疫チェックポイント阻害薬治療例や泌尿器科関連の登録

が検討されていると説明がなされた。 

 

③ 分科会Ⅲ：研究分担者海野倫明教授 

分科会研究テーマ「臓器がん登録の現状と成果そしてその今後の在り方に関する研究」に関し

て、以下のような趣旨の報告がなされた（別添資料-13）。平成 28年度は、「登録システム」、「登

録データの利活用」、「NCD との連携」、「NCD 以外の機関との連携」、「全国がん登録との連携」

に関してアンケートを実施し、現状ならびに問題点を抽出した。平成 29 年度は、悉皆性の高

い登録体制の確立、臓器がん登録に関しては、NCD システムに移行する際の課題、ガイドライ

ン推奨医療内容に関する臨床研究状況の実態と課題、全国がん登録と一括しうる将来展望と課

題、維持・管理に関する財務問題について検討する予定であると説明がなされた。 
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８． 平成29年度のスケジュールの概要とお願い 

事務担当の佐々木より、平成 29 年度のスケジュールについて概要が伝えられた（別添資料-14）。

第二回全体会議は 10 月中-下旬に開催予定であること、8-9 月に各分科会を開催いただくよう依頼

があった。研究分担金は 7月初めに入金予定であることが確認された。予算の執行は 12 月末まで、

平成 30 年 1 月 20 日までに経理簿をご提出いただけるよう依頼があった。また、平成 29 年度の分

担研究報告書は研究の最終年度であるため、平成 29 年度分と平成 27-29 年の 3 年分の 2 種類をご

作成いただく必要があり、平成 29 年度分は 11 月下旬、平成 27-29 年度分報告書は 12 月初旬締切

予定であることが伝えられた。消耗品の購入に関して、不適当な購入物については差し戻しとなり

手続きが非常に煩雑となることから、購入可否について判断が難しいものに関しては事務局に品目

の確認をさせていただくよう依頼があった。 

 

９． その他 

特記すべきことなし 
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